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論　説

学術分野における男女共同参画政策とジェンダー統計の現状
―女性研究者の数値目標をめぐる政策課題を探る―

河　野　銀　子
（地域教育文化学部教授）

１　問題の背景と本稿の目的

１．１　学術分野の男女共同参画政策

学術研究や科学技術分野のイノベーションのために、多様な研究者がそれらの活動に関わる

重要性が多くの国で認識されている。そして、研究者の多様性確保を推進するために、過少代

表性となっている集団（エスニックマイノリティ、移民、女性等）の当該分野への参画促進を

主眼とする政策が実施されるようになっている。とりわけ、女性の過少代表性は改善すべき優

先課題とされ、欧米だけでなくアジア諸国においても、女性研究者を増やすためのプログラム

が施行されている。これらの政策的取り組みにあたっては、男女間の不平等を測定するツール

としてジェンダー統計が有効に機能してきた。

日本の男女共同参画政策においても、女性研究者等を増やすことを目的とするプログラムが

開発・実施されている。それらは、数値目標とその達成期限を掲げる「ゴール・アンド・タイ

ムテーブル」方式のポジティブ・アクションが採られ、女性研究者割合の数値目標を設定する

ための現状把握が欠かせない状況にある。つまり、ジェンダー統計の整備が必須の状況にあ

る。しかしながら、女性研究者の現状を把握するための統計は充分でなく、「女性研究者」研

究や政策が進まない一因として指摘されてきた（財部ほか　２０１４、小川ほか　２０１５）。

図１　欧州委員会におけるジェンダー統計の活用

出所）European Commission 2016, She Figures 2015, p127 & 128. 
（https://ec.europa.eu/research/swafs/pdf/pub_gender_equality/she_figures_2015-final.pdf）
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通常、女性研究者の位置は、垂直方向のジェンダー・セグリゲーション（教育段階や職位）

と水平方向のジェンダー・セグリゲーション（専門分野）によって捉えられる。それにより、

教育や職位の各段階の男女研究者の状況を分野ごとに知ることができ、問題の所在を特定し、

政策立案に反映していくことが可能となる。例えば、欧州委員会では図１のように、高等教育

機関全体に占める男女比が、学部入学から修士課程修了、博士課程入学からその修了と研究職

に就いた後の職位別に示されている。左図には、全分野の学生・研究者を合計した割合が示さ

れており、修士課程修了までは女性割合が高いが博士課程では男女比が逆転すること、職位が

上昇すれば女性割合が下降することが見て取れる。また、右図は理工系分野に限定して作成さ

れたグラフで、全体の傾向と比べると学士課程の入り口段階から男女間の差が大きく、職に就

くとその差が徐々に拡大することがわかる。このように、男女研究者の実態を可視化して捉え

ることができるのは、ジェンダー統計が整備されているからである。

１．２　日本の公的統計

前項で見たように、学術分野における男女共同参画政策の推進は、垂直方向と水平方向の

ジェンダー・セグリゲーションを確実に把握することから始まる。ところが、日本の公的統計

ではこの実態が把握できないのである。様々な場で頻繁に利用される『男女共同参画白書』に

は、初等中等教育機関の女性教員割合と並んで高等教育機関の女性教員割合が示されているが

（図２）、専門分野別の状況は掲載されていない。２０１６年度までの同白書には「大学教員におけ

る分野別女性割合」というグラフが掲載されていたが、その分類に、大学院所属や附置研究所

等に所属する教員は含まれていなかったことを小川ほか（２０１５）が指摘している。また、日本

の研究活動の実態を捉える調査（総務省「科学技術研究調査」）の結果を「過去最多を更新し

続ける我が国の女性研究者」と紹介した「統計トピックス」（No.１００）（図３）においては、企

業を含む女性研究者の所属機関や専門分野は掲載されているが、それらと職位との関係は掲載

されていない。

このように、公表されている統計は限定的なものにとどまっている。それは、データがある

のに公表されていないというより、すでに各調査の設計段階がジェンダー・ブラインドになっ

ていることに起因すると考えられる。以下で詳細をみておく。

まず、上述した『男女共同参画白書』のグラフは、文部科学省が実施している「学校基本調

査」の結果に基づいている。その調査票１を見ると、職位毎の女性研究者数を把握できるように

設計されているが、専門分野を尋ねていないことがわかる。教員の所属を回答する形式になっ

ているので、学部所属の教員の場合は学部名を、教養部や大学院所属、あるいは附置研究所所

属の場合は該当する所属組織を回答する。そのため、大学院等に所属する教員は分野別に分類

されなかったのであるが、そもそも専門分野を尋ねていないので学部教員についてもその実態



─２３─

学術分野における男女共同参画政策とジェンダー統計の現状　─ 河野

は不明のはずである。これまでの『男女共同参画白書』に掲載されてきた専門分野別の女性研

究者割合は、実は所属学部による分類であったと思われる。学部名と専門分野がほぼ重なる場

合には、所属学部を専門分野として代替しても大きな支障はないかもしれないが、学部名が多

様化し、学問間の境界がゆらぐ昨今の状況を勘案すれば、専門分野は独立して質問される必要

があろう。また、「学校教員統計調査」（文部科学省）においては、専門分野と年齢区分や月額

給与等を尋ねているのに、職位と専門分野の関係が男女別にわかる質問項目はない。つまり、

文部科学省が実施しているいずれの調査においても、垂直方向と水平方向のジェンダー・セグ

リゲーションを同時に捉えることはできない。

一方、「統計トピックス」は総務省が実施している「科学技術研究調査」のデータが用いら

れている。同調査は専門分野別の女性研究者数を尋ねているものの、大学や企業内での職位を

男女別には質問しておらず、また博士課程の大学院生が含まれているため、水平方向のジェン

ダー・セグリゲーションの一部のみしかとらえられない。

 

図２　初等中等教育および高等教育機関における女性教員割合

出所）内閣府男女共同参画局『平成２９年版男女共同参画白書』（２０１７）
（http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h29/zentai/html/honpen/b1_s05_01.html）
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さらに、３つの調査のいずれも研究者個人ではなく組織の担当者が回答するため、研究内容

の実態に即した研究領域や学問分野が回答されているとは限らない。したがって、現時点では

日本の研究者をめぐる公的統計は、女性研究者の状況が充分に把握できるジェンダー統計には

なっていない。そのため、欧州委員会が公表しているような垂直方向と水平方向のジェン

ダー・セグリゲーションの中に女性研究者を位置づけてとらえることができないのである。

このように、数値目標を掲げて学術分野の男女共同参画政策を推進しているにもかかわら

ず、女性研究者の状況を把握する統計がおぼつかないという現状がある。各々の統計調査は独

自の目的をもって始められ、時系列変化を捉えるためには調査項目を変更しない方が望ましい

ことを鑑みれば、既存の公的統計がジェンダー統計となっていないのはやむをえないかもしれ

ない。しかし、昨今のように数値目標を掲げて男女共同参画政策を推進するなら、現状を正し

くとらえるための統計が必要である。後述するように、最近、ジェンダー統計をめぐる国際的

動向を受けて、日本のジェンダー統計の在り方を改善しようとする兆候がみられるようになっ

ているが、現状はまだまだ未整備であることは先述した通りだ。また今後のジェンダー統計の

整備にあたっては、個別の統計をただ男女別に収集・集計するのではなく、欧州連合のように

あらゆる政策のジェンダー主流化（Gender mainstreaming）の中にジェンダー統計が位置づけ

られることが肝要である。

そこで、本稿は、ジェンダー統計をめぐる国際的動向を概観するとともに、日本の状況を整

理することを主たる目的とする。具体的には、男女共同参画基本計画および女性活躍推進法に

図３　女性研究者数と割合の推移

出所）総務省「統計トピックスNo.１００」（２０１７）
（http://www.stat.go.jp/data/kagaku/kekka/topics/pdf/tp100.pdf）



─２５─

学術分野における男女共同参画政策とジェンダー統計の現状　─ 河野

おける女性研究者の数値目標等の扱いとジェンダー統計をめぐる記載を分析していく。その

際、必要に応じて、科学技術基本計画や公的統計基本計画等にもふれる。主な分析対象は、統

計法（２００７）に拠って「基幹統計調査」２に位置づけられている「科学技術研究調査」（総務省）、

「学校基本調査」（文部科学省）、「学校教員統計調査」（文部科学省）である。

以下では、まず、欧米におけるジェンダー統計の導入過程を押さえ、次に、国内の男女共同

参画関連政策や科学技術関連政策における女性研究者をめぐる数値目標の書き振りの変遷を整

理する。次に、男女別統計やジェンダー統計が、男女共同参画政策の中にどう位置付けられて

いるかを捉える。最後に、それらを踏まえ、研究や政策におけるジェンダー統計の現状と限界、

今後の課題をまとめる。これらの検討により、「女性研究者」研究はもとより、学術分野の男

女共同参画政策や女性研究者支援政策の発展に寄与することをめざす。

２　ジェンダー統計をめぐる国際的動向

２．１　ジェンダー統計の整備

欧米の政策におけるジェンダー主流化の広がりとともに、日本においても、女性と男性に関

する統計の重要性に対する認識が高まり、それらが紹介されるようになってきた。杉橋（２００６）

によれば、ジェンダー統計とは、単なる男女別統計のことを指すのではなく、「統計生産過程の

すべての段階―理論的・組織的準備過程から、実施過程、統計資料の公表及び所蔵―、そして

分析においてもジェンダーの視点が組み込まれた統計活動、統計生産、統計利用」することを

指す。本項では、こうした統計が必要とされるようになった背景を述べる。

藤掛（２００３）によると、男女別統計は、従来の開発戦略が女性を対象としていなかっただけ

でなく、女性が伝統的に保持してきた権利を消滅させ、女性の地位向上につながらなかったこ

とに対する反省に立って必要性が認識されるようになったという。１９７０年代には「女性と開発」

（WID: Women in Development）を主題とする国際会議等で、その必要性が提唱され、実際の

開発の場に導入されるようになった。しかし、やがて、WID戦略は「開発とは何か」を問うこ

となく、ただ女性を開発に統合するというアプローチであったこと、すなわちジェンダー関係

の変革が不問にされていたことに対する批判が生じるようになる。例えば、伊藤るり（１９９５）

は、１９８０年代に露呈したWIDアプローチの限界について、「女性政策の政治的道具化」と指摘

している。その後、「問題を抱えているのは女性である」という視点からの脱却が目ざされ、

「ジェンダーと開発」（GAD: Gender and Development）アプローチへとシフトする（伊藤他訳

１９９８）のである。このようなGADの包括的アプローチは、社会のジェンダー平等をもたらすと

して国際機関が注目するようになり、たとえば、国際人口開発会議（１９９４年）において、「男

性はジェンダー平等をもたらす重要な役割を果たす」と明言されるに至る（伊藤他訳１９９８）。
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こうした潮流は、男女別統計からジェンダー統計への志向を促進することとなった。すなわ

ち「女性の統計がない」問題を解決すべく「統計は男女別に収集されるべき」とする問題群か

ら、統計が「ジェンダー問題を反映していない」ことを解消すべく「すべての統計が男女別に

生産、分析、提示され、社会におけるジェンダー問題を反映する」ことがめざされるようになっ

たのである（伊藤他訳１９９８）。

そして、１９９５年の北京行動綱領３（戦略目標H．３）には、「立案及び評価のための男女別のデー

タ及び情報を作成・普及すること」と書き込まれ、無償労働の状況把握をも含む政府や国連機

関がとるべき行動が示された。政府に対して求められたのは、次の４点である。

ａ　女性及び男性に関する項目別のデータを広範な非専門的な利用者に適した形で提供し説

明する。ジェンダーに関する統計出版物の定期的な作成を確保すること。

ｂ　各国の統計作成者及び利用者が公的統計制度の妥当性及びジェンダー問題の適用度を定

期的に見直し，必要な場合は，必要な改善に関する計画を準備するよう保障すること。

ｃ　公共・民間両部門における上級の意思決定のポストにある女性及び男性の数を含め，社

会における権力及び影響力の分担に関して，調査機関，労働組合，使用者，民間部門及び

非政府機関による数量的・質的な調査を開発し，また，開発を奨励すること。

ｄ　政策の策定並びにプログラム及びプロジェクトの実施に当たって，ジェンダーにより配

慮したデータを利用すること。

このように、国連の会議においてジェンダー統計を政府機関が行うと記載されたのを機に、

各国政府や国際機関等がその施策に取り組み始めた。ここで重要なことは、性別のない統計か

ら男女別統計へ、そしてジェンダー統計へという移行が、統計調査にかかる表面的な技術的転

換ではなく、理論的転換から生じていることであろう。それは、個々の「女性問題の解消」を

目指す「女性政策」から、不平等なジェンダー関係に根差した「ジェンダー問題の解決」、そ

してジェンダー秩序の変革をめざす「ジェンダー平等政策」へのパラダイムシフトである（矢

澤２０１５）。

２．２　欧州委員会の取組み

上述した国際的動向について、欧州委員会を例にとって概観しておこう。欧州委員会は、

１９９９年に研究・開発政策において「ジェンダー主流化」（Gender Mainstreaming）モデルを採

用することを明確に提示し、欧州連合加盟国及び関連国を対象とした研究助成プログラム（フ

レームワーク・プログラム６：２００２－２００６）に盛り込むことを決定した（European Commission 

2010）。欧州委員会はそれ以前から統計担当部局を中心に統計を充実させていた（Eurostat）が、

科学分野の不平等を測定するツールとして研究・開発分野におけるジェンダー統計が主題化さ

れたのである。ちなみに、国際的にはジェンダー統計の普及は政府統計家に依るところが大き
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く、ジェンダー統計が研究者によって意識化され政策に用いられるようになった日本とは背景

が異なっている（杉橋２００６）。

小川の訳書（２００４）の解説によれば、欧州連合の政策において「女性と科学」の問題が大き

く取り上げられるようになったのはフレームワーク・プログラム４（１９９４－１９９８）であったが、

ジェンダー統計への注目は、フレームワーク・プログラム５（１９９８－２００２）においてであろう。

ジェンダー統計の徹底によって科学技術分野のジェンダー不平等を可視化した『ヘルシンキ・

レポート』が公表されたのである。加盟国の国家公務員で構成された政府機関のメンバー（「ヘ

ルシンキ・グループ」と呼ばれる）が作成の中心となったことから、北京行動綱領の戦略を着

実に行使していることがわかる。さらに、このレポートを踏襲する統計報告書は、２００３年以降、

She Figures : Gender in Research and Innovationという刊行物として３年ごとに欧州連合よ

り出版されるようになっている。先に示した図１が掲載されているのはその最新版であるが、

ジェンダー統計を定期刊行物として発行することも、北京行動綱領で求められていた戦略目標

である。

以上のように、欧州連合は、北京行動綱領に示された戦略に即した取り組みを着実に遂行し

てきたといえる。こうしてジェンダー統計の整備を進めることにより、科学技術分野における

男女間の不平等が可視化されただけでなく、加盟国のデータが徐々に揃うことで共通の課題や

次の戦略が検討できようになったと考えられる４。ジェンダー統計の活用は、ジェンダー政策

を段階的に推し進める賢明な戦略となりうるのである。

３　日本の男女共同参画政策における数値目標

３．１　男女共同参画基本計画

日本におけるジェンダー政策は、男女共同参画社会基本法（１９９９年）の制定を契機として策

定されるようになった男女共同参画基本計画を軸に進められている。５年ごとに策定されてい

るこの基本計画において、女性研究者や大学の女性教員の少なさが解決すべき課題として示さ

れたのは、第２次基本計画（２００５年１２月）においてである。本項では、特に数値目標に着目し

ながら、現行までの経過を整理する。

1　第２次男女共同参画基本計画

第２次男女共同参画基本計画においては、まず、「１．政策・方針決定過程への女性の参画

の拡大」５の3に、「２０２０年までに、あらゆる分野の指導的地位に占める女性の割合が、少なくと

も３０％程度になるよう期待する」との目標に向けた「企業、教育・研究機関、その他各種機

関・団体等の取組」を支援することが盛り込まれた。２００３年に政府の男女共同参画推進本部が
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決定し、その後に閣議決定を経た、いわゆる「２０２０年３０％」の目標に準拠した施策を講じるこ

とが明記されたのである。そして、4に設定された「調査の実施及び情報・資料の収集、提供」

の中に、「女性教員割合の向上など」を大学に要請することが明記された。具体的には、各国

立大学法人に対し、「国立大学協会の目標を踏まえて、２０１０年までに女性教員の割合を２０％に引

き上げる」ことを要請するとの記載が見られる。

さらに、「１２．新たな取組を必要とする分野における男女共同参画の推進」という項目が立て

られ、施策の基本的方向の1として「科学技術」が挙げられた。そこに、「科学技術分野におけ

る多様性確保」等を図るため、「女性研究者の採用機会等の確保及び勤務環境の充実を促進する

とともに、科学技術分野に係る政策・方針決定過程への女性の参画割合を高めること」が盛り

込まれ、さらに具体的施策として「女性研究者の採用・登用、機会の確保、勤務環境の整備等」

や「統計データの整備」が記載された。前者については、「総合科学技術会議基本政策専門調

査報告で示された目標値を目安」として、「各研究組織ごとに、女性研究者の採用の数値目標」

を設定し、達成状況が「公開されることを期待する」とある。その数値目標とは、「自然科学

系全体として２５％（理学系２０％、工学系１５％、農学系３０％、保健系３０％）」６というものであった。

また、後者の「統計データ」に関しては、「研究者・技術者及び研究補助者等に係る男女別の

実態把握とともに統計データを収集・整備し、経年変化を把握する」と記載された。

2　第３次、第４次男女共同参画基本計画

上述したように、第２次男女共同参画基本計画において、数値目標を掲げて女性研究者を増

やそうとする施策がとられた。しかし、それらは国立大学や自然科学分野に限定されたもので

あったため、数値目標の達成に向けた実効性という観点からは第３次男女共同参画基本計画

（２０１０年１２月）がメルクマールであったといえる。２００３年に示された「社会のあらゆる分野に

おいて、２０２０年までに指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも３０％程度になるよう期待

する」という目標は、２００５年には閣議決定され、その後、２００７年に「指導的地位」が定義され、

さらに第３次男女共同参画基本計画においては８２項目の「成果目標」７が設定された。これによ

り、施策を講ずるべき具体的対象と推進主体となる担当府省が明記された。このような「ゴー

ル・アンド・タイムテーブル方式」によるポジティブ・アクションは、「女性活躍推進法」制

定（２０１５年８月）を受けてこれまでの基本計画とは書き振りが多少変更された第４次男女共同

参画基本計画（２０１５年１２月）においても適用されている。

こうして、第３次男女共同参画基本計画では、「第１１分野　男女共同参画を推進し多様な選択

を可能にする教育・学習の充実」８において、「大学の教授等に占める女性の割合３０％（２０２０年）」

（２００９年：１６．７％）という数値目標が掲げられることになった。また、第４次男女共同参画基

本計画における大学教員に占める女性割合の数値目標は、メディアと教育分野を統合して設定
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された「第１０分野　教育・メディア等を通じた意識改革､理解の促進」に位置付けられ、「准教

授２５％（早期）、更に３０％を目指す」「教授等（学長、副学長及び教授）１７％（早期）、更に２０％

を目指す」（２０１４年：順に２２．６％、１４．４％）ことが掲げられた。第３次から第４次男女共同参

画基本計画にかけて、大学教員の目標が職位を分けて示されるようになるという変化が見られ

る。

一方、自然科学系の女性研究者に関しては、第３次男女共同参画基本計画では、「第１２分野　

科学技術・学術分野における男女共同参画」９に「採用目標値」が示された。第４期科学技術基

本計画（２０１１－２０１５年度）で掲げられた「自然科学系２５％（早期）、更に３０％を目指す。特に

理学系２０％、工学系１５％、農学系３０％の早期達成及び医学・歯学・薬学系あわせて３０％の達成

を目指す」という目標が踏襲されている。また、第４次男女共同参画基本計画においては、自

然科学系の女性研究者採用割合に関する記述は、第３次男女共同参画基本計画より上位の「第

５分野」に位置付けられた。そして「科学技術・学術分野における男女共同参画の推進」とい

う項目の中に、第５期科学技術基本計画（２０１６－２０２０年度）において目標とされた数値と同じ、

「自然科学系全体で３０％、理学系２０％、工学系１５％、農学系３０％、医学・歯学・薬学系合わせ

て３０％」が掲げられた。

以上の分析からわかるのは、確かに女性研究者や女性教員の割合に関する数値目標が掲げら

れてきたが、男女共同参画基本計画においても、その数値目標の前提となる科学技術基本計画

においても、期が変わっても同じ数値が目標として掲げられていることである。２００５年に策定

された第２次男女共同参画計画で掲げた「自然科学系全体として２５％」が第３次では「自然科

学系２５％（早期）、更に３０％」へ、そして第４次には「３０％」へと自然科学系全体の数値目標

は上方修正されているとみなせるものの、分野ごとの採用数値目標は変わっていない。「理学

系２０％、工学系１５％、農学系３０％、医学・歯学・薬学系合わせて３０％」という目標は、１０年に

わたって同じ数値が掲げられているのである。「科学技術基本計画」と「男女共同参画基本計画」

の接合が悪かったのかもしれないが、数値目標を掲げる意義が問われる事態である。しかも、

こうした状況がなぜ生じたのか、例えば数値目標の設定方法に問題があったのか、各機関が目

標達成のための努力を怠ってきたのか等に関して議論された形跡は見られない。

３．２　女性活躍加速のための重点方針

数値目標を設定して男女共同参画政策を推進するためには、策定時点の「指導的地位」にあ

る女性の状況等を数的に把握した上で、当該分野の女性を増やす仕組みや手立てを講じる必要

があるが、それを法的に位置付けたのが「女性活躍推進法（女性の職業生活における活躍の指

針に関する法律）」である。２０１５年８月２７日に成立した同法１０は、「働く場面で活躍したいという

希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するため」に、国
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や地方公共団体、民間企業等の事業主に対し、「女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ

行動計画の策定・公表や、女性の職業選択に資する情報の公表」を義務付けた１１。

成案に先駆けて、政府の「すべての女性が輝く社会づくり本部」は、『女性活躍加速のため

の重点方針２０１５』１２を公表している（２０１５年６月２６日）。「女性参画拡大に向け」てさらなるポジ

ティブ・アクションを進めることや、「社会の課題解決を主導する女性」を育成するために「科

学技術イノベーション立国を支える女性の理工系人材等の育成」等が「政府を挙げて強力に推

進する」政策として位置づけられたが、数値目標や達成期限は示されておらず、女性大学教員

の割合等に関する記載もない。

また、「女性活躍推進法」の完全施行（２０１６年４月）後には、『女性活躍加速のための重点方

針２０１６』１３が公表された。第４次男女共同参画基本計画で掲げた２０２０年までの目標を踏まえて、

女性活躍の加速に向けて重点的に取組む課題が取りまとめられている。Ⅰの「２．あらゆる分

野における女性の参画拡大・人材育成」の中に「次世代を担う理工系女性人材の裾野の拡大」

に取り組むこと、Ⅲの「１．子育て基盤等の整備」の中に「大学等における保育環境整備の仕

組みのモデル」を構築すること、などが盛り込まれているが、女性研究者の採用や女性大学教

員割合等に関する記載は見られない。

最新の『女性活躍加速のための重点方針２０１７』１４では、女性活躍推進法の施行を「新たなステー

ジ」と位置づけている。そして、「各界各層における自発的な取組を促進」するために必要な

諸情報を「見える化」することや働き方改革を強力に進めること等をめざして、第４次男女共

同参画基本計画に定めた数値目標等の実現に向けて重点的に取組むべき課題がまとめられた。

女性研究者等に関する記載は、Ⅰの「３．あらゆる分野における女性の参画拡大・人材育成」

の「6理工系をはじめとする科学技術・学術分野における女性活躍」に見られる。①として

「理工系をはじめとする科学技術・学術分野における女性人材の裾野拡大」が掲げられ、保護

者や教職員等も視野に入れた女子生徒の理工系進路選択の促進策が具体的に示されている。と

りわけ、「ITなど需要の拡大が見込まれる分野」の「人材不足」に対する懸念から、その育成

やネットワーク形成が目ざされている。また、③として「女性研究者の活躍促進に向けた環境

整備」において、研究と出産・育児・介護等との両立等を可能とする研究環境の実現や復帰支

援のための研究奨励金支給などの取組みを一層推進すること等が書き込まれた。これらについ

て詳細な記載がある一方で、女性研究者や女性大学教員の採用割合等に関する直接的記載は見

られない。

以上、日本の男女共同参画政策における女性研究者や女性大学教員の割合等に係る記載の位

置づけを検討してきた。その結果、狭義には第２次男女共同参画基本計画以降、広義には第３

次男女共同参画基本計画以降、数値目標とその達成期限を掲げるゴール・アンド・タイムテー

ブル方式によって、学術分野等で活躍する女性研究者や大学の女性教員の数を増やす施策が推
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進されてきたことが明確になった。このことは、数値目標を掲げるための基礎データとして、

女性の状況がわかる統計が必要とされていることを意味する。他方、女性活躍推進法に依拠し

て毎年示される『重点方針』には数値目標は示されない。同法は、各事業主に数値目標の設定

を含む行動計画の策定を求めているが、それらが事業主の自発的な取り組みとされていること

から、実効性に懸念がある（河野　２０１７）。とはいえ、女性の現状を把握するための統計がない

と取り組めない仕組みになっている点において、画期的といえる。以上のように、日本の男女

共同参画関連政策は数値に基づいて推進するようになっていることから、少なくとも男女別統

計が欠かせないことが明らかとなった。しかし、先述したように、学術分野の女性研究者等の

状況を捉えるための公的統計は十分とはいえない。

４　国内の男女共同参画関連政策とジェンダー統計

４．１　男女共同参画計画におけるジェンダー統計

ここまでみてきたように、学術分野の男女共同参画を推進する政策において、女性研究者の

採用目標や大学の女性教員割合が数値目標として示された。では、それを実現するために必要

なジェンダー統計の政策的位置づけはどうなっているだろうか。本項では、男女共同参画基本

計画における記載を追っていく。

先述したように、第２次男女共同参画計画において男女別統計に関する記載が見られた。そ

れは、「研究者・技術者及び研究補助者等に係る男女別の実態把握とともに統計データを収集・

整備し、経年変化を把握する」との記述にとどまっていたが、第３次男女共同参画計画ではよ

り詳細に記述されるようになる。

第３次男女共同参画基本計画においては、第２分野「男女共同参画の視点に立った社会制度・

慣習の見直し、意識の改革」の４として「男女共同参画に関わる調査研究、情報の収集・整

備・提供」が設定され、その中のイに「調査や統計における男女別等統計（ジェンダー統計）

の充実」が位置づけられた。具体的には、「男女の置かれた状況を客観的に把握できる統計の在

り方について検討を行い、男女及び家族に関する学習・調査・研究に資するための情報を含め、

男女共同参画社会の形成に資する統計情報の収集・整備・提供に努める」ことや「統計調査の

設計、結果の表し方等について、男女共同参画の視点から点検し、必要に応じて見直す」こと、

また「統計情報について、可能な限り、男女別データを把握し、年齢別にも把握できるように

努めるとともに、都道府県別データについても公表に努め」、「男女共同参画に関わる重要な統

計情報は国民に分かりやすい形で公開し、周知を図る」と記載されている。「男女別等統計」

と「等」を含む表記が使用されたことや、具体的な内容から、単なる男女別統計ではなくジェ

ンダー統計がめざされていることがうかがわれる。さらに、その活用についても、統計法（２００７
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年法律第５３号）に基づく二次的利用の推進や、「公的統計の整備に関する基本的な計画」（２００９

年３月１３日閣議決定）に基づく統計データ・アーカイブの整備の検討とも連携して「男女共同

参画に関するより高度な分析に活用できるような仕組みに関する検討を進める」とされた。ま

た、これらに、「各種の政府の計画における数値目標等についても、その達成状況を可能な限り

男女別に示すよう努める」ことが併記され、ジェンダー統計が男女共同参画政策以外において

も活用される仕組みの構築がめざされていることがわかる。

つづく第４次男女共同参画基本計画においては、「Ⅴ推進体制の整備・強化」の「２　男女

共同参画の視点を取り込んだ政策の企画立案及び実施等の推進」の⑤に、次のような記載が見

られる。まず、「男女の置かれている状況を客観的に把握するための統計（ジェンダー統計）

の充実の観点から、業務統計を含む各種調査の実施に当たり、可能な限り男女別データを把握

し、年齢別・都道府県別にも把握・分析できるように努める」とされ、「男女共同参画に関す

る重要な統計情報は、国民に分かりやすい形で公開するとともに、統計法に基づく二次的利用

を推進」し、さらに⑥には、「各種の政府の計画における数値目標等について、その達成状況

を可能な限り男女別に示すよう努める」と記載された。基本的には第３次男女共同参画基本計

画の内容が踏襲されたものとなっている。すなわち、男女別統計にとどまらないジェンダー統

計の整備や公表、二次的利用の推進、また数値目標を伴う政策における達成状況を男女別に示

すことが求められた。

以上のように、男女共同参画基本計画におけるジェンダー統計の記載の分析を通して、男女

共同参画政策を推進するためのツールとしての必要性が認識されていること、それは単なる男

女別統計にとどまらず、ジェンダー統計の充実がめざされるようになっていることが明らかと

なった。実態はともかく、取り組む方向性に関しては、ジェンダー統計に対する１９９０年代の国

際社会の動向に近づきつつあることがうかがわれる。

４．２　女性活躍推進法におけるジェンダー統計

先にも触れた女性活躍推進法の実効性をめぐっては、さまざまな認識や意見がありつつも１５、

一定の評価がなされている（皆川　２０１６）１６が、事業主に対して状況把握を義務付けていること

は、ジェンダー統計という観点からも注目に値する。数値に基づく現状把握の義務付けは、大

学の女性教員や研究者の実態を把握し、研究の場のジェンダー平等の推進に寄与すると考えら

れるからである。具体的には、大学や企業が「一般事業主」として行動計画を策定するにあた

り、①採用者数に占める女性割合、②勤続年数の男女差、③各月の超過勤務時間、④管理職に

占める女性割合等の状況を把握し、課題を分析することが義務付けられた。ジェンダー統計と

いう語句は使用されていないが、いずれの項目もジェンダー統計の趣旨にそうものと思われ

る。
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そこで、同法にそくして毎年示される「重点方針」におけるジェンダー統計の位置付けをみ

ておきたい。結論を先に述べれば、『女性活躍加速のための重点方針２０１６』においては、ジェ

ンダー統計にかかる記載はみられなかった。しかし、『重点方針２０１５』と『重点方針２０１７』に

は記載が見られるので、以下で触れていく。

まず、「長時間労働の削減などの働き方改革」「男性中心型労働慣行等の見直し」「社会の安

全性を高め、困難を抱えた女性が安心して暮らせるための環境整備」を掲げた『女性活躍加速

のための重点方針２０１５』においては、これらの取り組みを効果的に進めるための手段として「関

連するジェンダー統計の充実を図る」ことが盛り込まれた。状況把握が義務付けられた４項目

との対応がみられるものの、これ以上踏み込んだ記述はない。

『女性活躍加速のための重点方針２０１７』では、Ⅰの中に「３．あらゆる分野における女性の

参画拡大・人材育成」という項目がたてられ、「甘国際的な取組の推進」として、「第７回ジェ

ンダー統計グローバルフォーラムの開催による、男女の置かれている状況を客観的に把握する

ための統計（ジェンダー統計）の国際的な発展への貢献」が書き込まれた。２０１８年に国連と共

催で国際フォーラム「第７回ジェンダー統計グローバルフォーラム」を日本で開催するため、

必要な準備を進めるとされている。すなわち、男女共同参画社会の形成にかかる国際的協調

（男女共同参画社会基本法第７条）のもとにジェンダー統計を位置付けようとしたと考えられ

る。さらに、Ⅱの「3男女共同参画の視点からの防災・復興の取組」として、「男女共同参画の

視点からの防災・復興の取組指針」（２０１３年５月男女共同参画局）における、災害時等の男女

別統計の整備・活用等の必要性の提言を踏まえることが明記された。また、「仙台防災枠組２０１５

－２０３０」に基づいて、男女共同参画の視点から現状データや各種の調査を分析することや、そ

の方向性等を取りまとめ、男女共同参画の推進による地域防災力向上のための取組等について

検討することが記載された。これらから、ジェンダー統計を用いた男女共同参画政策を他の政

策とも関わらせて推進しようとする意向が読み取れるが、今のところ、個別的で限定的な範囲

にとどまっている。

以上見てきたように、第３次，第４次男女共同参画基本計画では、数値目標の設定とジェン

ダー統計の整備や二次利用促進が、また「女性活躍推進重点方針２０１５」においては「ジェンダー

統計」にかかる１か所の記載が、「女性活躍推進重点方針２０１７」においては「国際的取り組み」

「防災」の２か所に記載があった。このように見ると、日本のジェンダー統計は、数値目標設

定の項目となった事項や国際的取組や防災といった個別の政策課題の中に位置づけられつつあ

り、このままでは政策全体のジェンダー主流化推進のツールとはならない可能性がある。

４．３　公的統計基本計画におけるジェンダー統計

前項までは、男女共同参画関連政策におけるジェンダー統計の位置付けを整理したが、２０１４
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年３月２５日に閣議決定された「第Ⅱ期公的統計の整備に関する基本的な計画」（２０１４－２０１８年）１７

においてもジェンダー統計に関する記載がある。この計画は、公的統計を体系的効率的に整備

すること等を目的として全部改訂された新しい統計法が施行されたことを受け、「公的統計が

社会の情報基盤としての役割を果たす」ことがめざされた第Ⅰ期公的統計基本計画を踏襲して

いる１８。すなわち、「統計の有用性の確保・向上の達成」を継承し、「統計の体系的整備を推進

するため」に５つの視点を提示した。それらは、1統計相互の整合性の確保・向上、2国際比

較可能性の確保・向上、3経済・社会の環境変化への的確な対応、4正確かつ効率的な統計作

成の推進、5統計データのオープン化・統計作成過程の透明化の推進である。

ジェンダー統計に関しては、いわゆる「骨太方針」（「経済財政運営と改革の基本方針〜脱デ

フレ・経済再生〜」）において推進する施策3で取り上げられた。「第３次男女共同参画基本計

画」に基づく男女別等統計（ジェンダー統計）のほか、地域別や年齢別の統計の充実を図るな

どの見直しを含め、経済・社会の環境・ニーズの変化に対応した統計の作成及び提供を推進」

するとされている。ジェンダー統計という語句自体は、この１箇所でしか使用されていない

が、女性大学教員の割合や研究者の採用にかかる数値目標を掲げた第３次男女共同参画基本計

画に準ずることになるため、公的統計におけるジェンダー統計が整備されていくことも期待さ

れる。

５　おわりに

本稿では、学術研究や科学技術分野の多様性確保のために女性研究者の増加が期待され，達

成期限と数値目標を設定するゴール・アンド・タイムテーブル方式による男女共同参画政策が

進められるようになってきたことを背景に、それらの位置付けを押さえるとともに、その政策

を円滑に進めるためのツールとしてのジェンダー統計がどのように位置付けられてきたかのか

について、検討した。

まず、男女共同参画基本計画と女性活躍推進法に基づく各年の「重点方針」における女性研

究者の採用割合や大学の女性教員割合の記載の位置付けを分析することによって、それらの数

値目標を達成期限とともに掲げる方式がとられるようになっていることを確認した。特に前者

における記述には、単なる男女別統計ではなくジェンダー統計の必要性が記載されていた。こ

れら男女共同参画関連政策において、ジェンダー統計の必要性が確実に高まっていると言え

る。

そこで、次に、男女共同参画基本計画や女性活躍加速のための重点方針におけるジェンダー

統計の位置付けを分析したところ、いずれの施策にもジェンダー統計にかかる記載があった。

ただ、男女共同参画基本計画では、女性教員や女性研究者の割合に関する記載が見られたが、
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女性活躍加速のための重点方針には、ジェンダー統計の国際会議開催にかかる記述と防災にか

かる記述のみであった。また、公的統計基本計画においても第３次男女共同参画基本計画を踏

まえたジェンダー統計の記載があった。このような分析を通して、ジェンダー統計の現状につ

いて、次の２点にまとめることができる。

第一に、女性研究者の採用割合や大学の女性教員割合にかかるジェンダー統計については、

第３次男女共同参画基本計画を軸に公的統計基本計画にも記載されていた。その女性研究者割

合については、第４期科学技術基本計画が踏まえられていた。したがって、数値目標を掲げて

女性研究者や大学の女性教員を増やそうとする政策は、「男女共同参画基本計画」「公的統計基

本計画」「科学技術基本計画」という３つで取り組まれることとなり、その文脈においてジェ

ンダー統計の整備が求められているのが現状である。

第二に、ジェンダー統計の必要性は、国際的な協調や防災といった個別テーマ内では詳細に

書き込まれる傾向が見られた。これらは男女共同参画政策というよりは、公的統計の整備や防

災や復興という問題群であり、一見すると男女共同参画政策とは無関係に見えるが、こうした

施策の中でジェンダー統計の必要性が認識されていることは重要である。数値目標のために男

女別統計が必要であるとする認識を超えたところに、ジェンダー統計の必要性が位置付けられ

ているからである。

以上のような現状分析から、今後、垂直方向と水平方向のジェンダー・セグリゲーションを

測るためのジェンダー統計の整備が進められていくことが推測される。他方で、課題と考えら

れるのは、数値目標と関わらないジェンダー統計の推進については、個別の問題群において書

き込まれている点である。「女性研究者」研究や男女共同参画政策のさらなる発展のためには、

あらゆる政策のジェンダー主流化を推進する中にジェンダー統計が位置付けられることが肝要

である。政策立案者も研究者もこの点を共有して学術分野の男女共同参画の推進に関わること

が期待される。
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Current state of gender equality policy and gender statistics
in the academic field

- Exploring policy issues on numerical goals of female researchers -

Ginko Kawano
（Yamagata University）

The main purpose of this paper is to give an overview of international trends on gender 

statistics and grasp the situation of gender statistics in Japan.

First, as a process of promoting gender statistics in the Western countries, we mentioned 

that shifting from WID（Women in Development）to GAD（Gender and Development）promoted 

gender statistics. Specifically, we analyze the treatment of numerical goals of female 

researchers in the Basic Plan for Gender Equality and the Act on Promotion of Women's 

Activities and the description on gender statistics. It referrers to the Basic Science and 

Technology Plan and the Basic Statistics Plan as well. The main analysis targets are "Science 

and Technology Research Survey"（Ministry of Internal Affairs and Communications）, "School 

Basic Survey"（Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology）, "School 

Teacher Statistics Survey"（Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology）.

Next, we summarize the transition of the writing of numerical goals for female researchers 

in domestic gender equality-related policies and science-related policies. After that, we grasp 

how men and women statistics and gender statistics are positioned in the gender equality 

policy. Finally, based on those, we summarized the current situation and limitations of gender 

statistics in research and policy, future tasks. Through these studies, we intend to contribute 

not only to "female researchers" research but also to the development of gender equality policy 

and academic support policy for women researchers in the academic field.


